
 

こども・子育て支援会議の概要 

 

１ 設置の趣旨 

  子ども・子育て支援法第７７条第1項の、「市町村は条例で定めるところにより、

審議会その他合議制の機関をおくよう努めるものとする」との規定に基づき、本市

においては、こども・子育て支援会議条例（平成 25年 4月 1日施行）を制定し、

こども・子育て支援会議を設置した。 

  また、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（認定こども園法）第２５条の、「都道府県（指定都市等）に、条例で幼保連携型

認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする」との規定に

基づき、認定こども園法に基づく設置の旨を追加した（平成26年9月22日改正）。 

  【参照】こども・子育て支援会議条例・施行規則   

  

２ 主な審議事項 

 次の事項に関し、意見を述べる。 

・子ども・子育て支援法関連 

（１） 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること（法31条第2項） 

（２） 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること（法43条第3項） 

（３） 市町村こども・子育て支援事業計画の策定・変更に関すること 

（法61条第7項） 

（４）子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項

及び施策の実施状況の調査審議に関すること 

  （※）前計画の次世代育成支援行動計画（後期計画：平成22年度～26年度）の

進捗管理についても「こども・子育て支援会議」において行う。 

   【参照】子ども・子育て支援法（抄） 

・認定こども園法関連 

（１） 幼保連携型認定こども園の設置等の認可に関すること（法17条第3項） 

（２） 幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖の命令に関すること 

（法21条第2項） 

（３） 幼保連携型認定こども園の認可の取消しにすること（法22条第2項） 

【参照】就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（抄） 

 

３ 委員構成等 

  ・委員25人以内で組織 

  ・こどもの保護者、事業主・労働者を代表する者、子ども・子育て支援に関する

事業の従事者、学識経験のある者、その他市長が適当と認める者で構成 

  ・必要に応じて、部会及び専門委員を置くことができる 

     教育・保育部会、放課後事業部会、認可・確認部会は設置済み 

     【参照】こども・子育て支援会議運営要綱  

参考１ 



こども・子育て支援会議条例（大阪市条例第６号） 

 

（設置） 

第１条  子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項及び

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法

律第77号)第25条の合議制の機関として、本市にこども・子育て支援会議（以下「支援会議」

という。）を置く。 

（組織） 

第２条  支援会議は、委員25人以内で組織する。 

２  支援会議の委員は、保護者（法第６条第２項に規定する保護者をいう。）、事業主を代表

する者、労働者を代表する者、法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援（以下「子ど

も・子育て支援」という。）に関する事業に従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経験

のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

（任期） 

第３条  支援会議の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２  支援会議の委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第４条  支援会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、支援会議を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（専門委員） 

第５条  専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、支援会議に専門委員を置くこ

とができる。 

２  専門委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱す

る。 

３  専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとす

る。 

（部会） 

第６条  支援会議は、必要に応じて部会を置くことができる。 

２  部会は、会長が指名する委員及び専門委員で組織する。 

３  部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４  部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

５  部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第７条  支援会議の会議は、会長が招集する。 

２  支援会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３  支援会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

（関係者の出席） 



第８条  支援会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くこと

ができる。 

（部会の運営） 

第９条  前２条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、これ

らの規定中「支援会議」とあるのは「部会」と、第７条第１項及び第３項中「会長」とあるのは

「部会長」と、同条第２項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものと

する。 

（施行の細目） 

第10条  この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 

附 則 (平成26年9月22日条例第97号、平成27年4月1日施行、告示第136号) 

１ この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。  

２ こども・子育て支援会議は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部を改正する法律（平成24年法律第66号。以下「改正法」という。）によ

る改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成18年法律第77号）第25条に規定する事項（改正法附則第9条の規定により改正法

の施行の日前においても行うことができる行為に関する事項に限る。）について、この条例

の施行の日前においても、この条例による改正後のこども・子育て支援会議条例の規定の

例により、調査審議することができる。 

 

 

 

こども・子育て支援会議条例施行規則（大阪市規則第20号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、こども・子育て支援会議条例（平成25年大阪市条例第６号）の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（庶務） 

第２条 こども・子育て支援会議（以下「支援会議」という。）の庶務は、こども青少年局において処

理する。 

（委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、支援会議の会長が定め

る。 

 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

 



 

                              

 

こども・子育て支援会議 運営要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、こども・子育て支援会議条例施行規則（平成25年大阪市規則第20号。

以下「市規則」という。）第3条の規定に基づき、こども・子育て支援会議（以下「支援

会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（部会の設置）  

第２条 支援会議には、こども・子育て支援会議条例第６条第１項の規定により、別表に掲

げる部会を置くものとする。  

（雑則）  

第３条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の運営に必要な事項は、会長が定める。  

 

附 則  

この要綱は、平成26年1月27日から施行する。  

この要綱は、平成26年9月22日から施行する。  

この要綱は、平成27年6月5日から施行する。 

 

別表 

名 称 所 掌 事 項 

教育・保育部会  子ども・子育て支援法に基づき策定する、本市の子ども・子育て支

援事業計画に係る、教育・保育の量の見込み及び教育・保育の提供

体制の確保などに関すること  

放課後事業部会  本市における放課後事業の実施方針や運営基準などに関すること及

び総合的な放課後における児童の学びの場、遊びの場などに関する

こと  

認可・確認部会  ① 子ども・子育て支援法に基づき本市が行う施設・事業の確認

に関すること  

② 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（改正認定こども園法）に基づき本市が行う幼保

連携型認定こども園の認可等に関すること  

 第１部会  上記①、及び②の所掌事務のうち幼保連携型認定こども園の認

可等に関する意見聴取に関すること 

第２部会  上記②の所掌事務のうち、幼保連携型認定こども園の認可等に

関し、設置・運営法人の選定に関すること 

第３部会 上記②の所掌事務のうち、幼保連携型認定こども園の認可等に

関し、設置・運営法人の選定に関すること 

 



子ども・子育て支援法（抄） （平成 24年 8月 22日法律第 65号） 

 

（特定教育・保育施設の確認） 

第三十一条 （略） 

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めよ

うとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の

機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子

どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければ

ならない。 

 

(特定地域型保育事業者の確認) 

第四十三条（略） 

２ (略) 

３ 市町村長は、第一項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を

行う事業をいう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、あらかじ

め、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合に

あってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ど

も・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

 (市町村子ども・子育て支援事業計画) 

第六十一条（略）  

２～６ （略）  

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しよう

とするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機

関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子ど

もの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければな

らない。 

 

 (市町村等における合議制の機関) 

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理

するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定す

る事項を処理すること。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定す

る事項を処理すること。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する

事項を処理すること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的

な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、

地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し

必要な事項は、市町村の条例で定める。 



就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（抄）  

（平成 24年 8月 22日法律第 66号） 

 

（設備及び運営の基準） 

第十三条 都道府県（地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五

十二条の二十二第一項の中核市（以下「指定都市等」という。）の区域内に所在する幼保連

携型認定こども園（都道府県が設置するものを除く。）については、当該指定都市等。次項

及び第二十五条において同じ。）は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条

例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、子どもの身体的、精神

的及び社会的な発達のために必要な教育及び保育の水準を確保するものでなければならない。 

２～５（略） 

 

（設置等の認可） 

第十七条 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとすると

き、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知

事（指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の

長。次項、第三項、第六項及び第七項並びに次条第一項において同じ。）の認可を受けなけ

ればならない。 

２（略） 

３ 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定す

る審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 

４～７（略） 

 

（報告の徴収等） 

第十九条 都道府県知事（指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園（都道府

県が設置するものを除く。）については、当該指定都市等の長。第二十八条から第三十条ま

で並びに第三十四条第三項及び第九項を除き、以下同じ。）は、この法律を施行するため必

要があると認めるときは、幼保連携型認定こども園の設置者若しくは園長に対して、必要と

認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立

ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 

（事業停止命令） 

第二十一条（略） 

２ 都道府県知事は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖の命令をしようとすると

きは、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなけれ

ばならない。 

 

（認可の取消し） 

第二十二条（略）  

２ 都道府県知事は、前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、

第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。  

 

（都道府県における合議制の機関） 

第二十五条 第十七条第三項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定によりその権

限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こども園に

関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 


